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平成２９年度 第３回正副管理者会議議事要旨 

 
【１】開会 
【２】管理者あいさつ   

＜ 管理者＞平成３０年２月８日に招集予定の議会定例会に上程する予定としている議案につ

いてご審議をいただきたい。 

 

【３】議事  

［１］議会定例会（平成３０年２月８日招集予定）提出議案 
１ 平成２９年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第２号） 

≪議案第１号≫（案） 

   ２ 平成２９年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費 

特別会計補正予算（第１号）≪議案第２号≫（案） 

 

＜ 事務局＞一般会計については、49,564 千円の増額補正を計上させていただいている。内

容は、人事院勧告に伴う給与改定、早期退職等に伴う職員給与費 134,925 千円の

増、入札請差等による可燃物処理施設建設事業に係る敷地造成工事費等 70,833

千円の減、入札請差等による岩美消防署新築事業費 19,302 千円の減である。 

因幡ふるさと振興事業費特別会計については、7,004 千円の増額補正を計上さ

せていただいている。内容は、地域連携 DMO（観光地域づくり法人）設立経費

8,027 千円の増、広域観光推進事業費 489 千円の減である。DMO は、本組合が事

務局となっている「鳥取・因幡観光ネットワーク協議会」が観光庁に申請し、日

本版 DMO 候補法人として登録されたものである。DMO が法人化されるにあたり、

本組合で財政的支援として因幡ふるさと振興基金の果実から出資金 5,000 千円、

全国旅行業協会等への加入金等 3,027 千円、運営支援として平成３０年度から軌

道に乗るまでの期間まで年額 2,244 千円、また人的支援として本組合職員１名の

派遣を考えている。 

＜副管理者＞運営支援や職員派遣は、軌道に乗るまでということだが、どの程度の期間を想定

しているのか。 

＜ 事務局＞３年から５年程度を想定している。 

＜副管理者＞運営支援 2,244 千円については、DMO 構成の１市６町（鳥取市、岩美町、智頭町、

若桜町、八頭町、香美町、新温泉町）で負担すべきだと思うが。 

＜ 事務局＞「鳥取・因幡観光ネットワーク協議会」の事務局を担当している本組合としては、

新たに設立される DMO を軌道に乗せる責任があると考えており、可能な範囲で支

援をしていくものである。県境をまたぐ連携は容易ではない。現実的には、まず

は、本組合構成市町（鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町）の着実でしっ

かりとした取り組みを基に拡大をしていくこととなる。そのため、DMO が軌道に

乗るまでの間、本組合として可能な範囲で支援をしていきたいと考えている。そ

のことが、本組合構成市町の地域振興、観光振興に大きく寄与するものと思って
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いる。 

＜副管理者＞今後も、担当課長会議等を開催し、しっかりと協議を行っていただきたい。 

＜ 管理者＞この件について、事務局提案のとおり議会に上程することとしてよいか。 

＜副管理者＞[了承] 

 

３ 平成３０年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算≪議案第３号≫（案） 

４ 平成３０年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費 

特別会計予算 

≪議案第４号≫（案） 

 

＜ 事務局＞平成３０年度の一般会計の予算総額は 5,360,689 千円、前年比 11.0%、531,609

千円の増である。これは、主に可燃物処理施設の建設及び消防庁舎の整備、加え

て環境クリーンセンターの大規模改修等で増額となったものである。主な事業と

しては、介護認定審査システム関連機器更新 7,951 千円、因幡霊場火葬炉耐火物

全面積替修繕 20,000 千円、環境クリーンセンター建屋改修工事 102,566 千円、

因幡浄苑長寿命化検討業務 6,241 千円、可燃物処理施設建設事業 496,687 千円、

岩美消防署・八頭消防署新築事業 501,326 千円、消防ポンプ自動車・高規格救急

自動車更新整備 70,797 千円である。 

平成３０年度の因幡ふるさと振興事業費特別会計は 2,854 千円、前年比 44.5%、

2,289 千円の減である。これは、DMO の設立に伴い、鳥取・因幡ネットワーク協

議会が解散するため、その補助金が無くなったことによる減額である。主要事業

として、先ほど説明した地域連携 DMO 補助として 2,244 千円、広域観光推進事業

補助として 600 千円である。 

＜副管理者＞「可燃物処理施設整備・運営事業費」の債務負担行為については、平成２９年度

に議決をいただいたと思うが。 

＜ 事務局＞平成２９年度は、入札公告の財源根拠として債務負担行為の議決をいただいたも

のである。平成３０年度については、７月頃に契約締結を予定しているため、債

務負担行為の設定を改めて行うものである。 

＜副管理者＞智頭町の火葬場は、昭和４０年から耐用年数を過ぎて補修しながら運営をしてい

る状況である。今後は、東部広域への加入をお願いしたいと考えている。 

＜ 事務局＞先日開催した担当課長会議でもお話があった。今後、智頭町の加入に向けて協議

をしていきたい。 

＜ 管理者＞この件について、事務局提案のとおり議会に上程することとしてよいか。 

＜副管理者＞[了承] 

   

５ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について≪議案第５号≫（案） 

６ 鳥取県東部広域行政管理組合職員定数条例の一部改正について≪議案第６号≫（案） 

７ 鳥取県東部広域行政管理組合負担金条例の一部改正について≪議案第７号≫（案） 

８ 鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例の一部改正について≪議案第８号≫（案） 
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９ 鳥取県行政不服審査会共同設置規約の変更について≪議案第９号≫（案） 

10 工事請負契約の締結について≪議案第１０号≫（案） 

 

＜ 管理者＞この件について、事務局提案のとおり議会に上程することとしてよいか。 

＜副管理者＞[了承] 

 

【４】そ の 他  

［１］今後の行事予定について 
［２］その他 

 

【５】閉  会 


